
【つがる市手話言語条例施行 3周年記念事業】 聴覚障害者とのコミュニケーションについて理解を深める市民講座 

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥ 
 

みんなでつくる やさしいまち 
～ 聞こえない人と聞こえる人の相互理解のために ～ 

 

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥ 

 

つがる市立図書館  
 

セミナー・学習室  
 

 

令和 5年 

7/23 (日) 

11：00～12:00 
※10:40開場予定 

  

講座① 水害被災体験 （11:00～11:30） 
 

令和 4年 8月の大雨による水害を 

体験して 
  

 

 ＿ 

講 師 
西北五ろうあ協会 

会長 大村 とみ 氏 （鰺ヶ沢町 在住） 
  

  
講座② みんなでつくる やさしいまち （11:30～12:00） 

 

聞こえない人と 聞こえる人の 

相互理解のために 
  

 

 
  

講 師 
西北五ろうあ協会 

事務局長 成田 明子 氏 （つがる市 在住） 

  
 

主  催   つがる市 

共  催   西北五ろうあ協会、青森県手話通訳問題研究会西北五班、つがる市手話サークルカッコウ 

協  力   鰺ヶ沢町手話サークルはまなす、五所川原手話サークルひまわり、鶴田町手話サークルでんでん虫 

問合せ    つがる市福祉課 障害福祉係 FAX0173-42-4546、電話 0173-42-2111 （平日 8:30～17:15） 

入場無料 

申込不要 
 

(先着 20 名様) 


